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小金井市子どもの権利の日を制定する条例 

 

前文 

子どもは、それぞれ異なる考え方、感じ方、得意なことや苦手なことをもっていま

す。その多様さは子どもの自然な姿であるとともに、まちの豊かさを育む源です。子

どもは、今を生きる一人の人間であり、未来をともにつくる大切な命です。 

 子どもは、愛情と信頼に包まれた環境の中で、自分らしさを発揮し、ときに迷いや

失敗を経験しながらも、周囲の人々とともに歩むことで成長していく力をもっていま

す。だからこそ、すべての子どもが尊重され、安心して自分の思いを語ることのでき

る環境を整えることが大切です。 

子どもは、思いを伝えたい気持ちと、うまく伝わるか不安に思う気持ちが交錯し、

言葉にするまでにためらうことがあります。一方、思いを言葉にする機会があり、受

け止めてもらえたとき、安心感や喜びを感じ、「自分の気持ちを大切にしてよい」と実

感するようになります。それぞれの自分らしさを認めてほしい。できないと言うので

はなく「一緒に考えよう。やってみよう」と、建前ではなく本音で向き合ってほしい。

こうした願いは、すべての子どもに共通する思いです。  

小金井市は、子どもの思いと多様性を包摂し、その声をまちの力としていかしてい

きます。そのためには、子どもはおとなに保護されるだけの存在ではなく、一人の人

間として対等に尊重されるべき存在であることを、おとなが改めて心に刻む必要があ

ります。 

 「小金井市子どもの権利の日」は、すべての市民が、こうした考えを思い起こし、

日々の関わり方を見つめ直し、子どもの声を確かに受け止め、実践につなげるための

日です。 

 ここに小金井市は「小金井市子どもの権利の日」を定め、子どもの声を尊重する社

会の実現に向け、この条例を制定します。 

 

（目的） 

第 1 条 小金井市子どもの権利に関する条例（平成２１年条例第１１号。以下「子ど

もの権利条例」という。）第１条に掲げるすべての子どもが生き生きと健やかに安心

して暮らせるまち小金井をつくることを目指し、子どもの権利条例第５条の「子ど

もの権利の普及」を推進するため、小金井市子どもの権利の日（以下「子どもの権

利の日」という。）を制定する。 
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（子どもの権利の日） 

第２条 子どもの権利の日は、１１月２０日とする。 

（事業） 

第３条 市は、子どもの権利の日を中心として、子どもの権利に関する理解を深める

ための事業を実施するものとする。 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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